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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
八
之
尻
字
前
畑
二
〇
九
六
の
二
、
二
〇
九
六
の
四
、
二
〇
九
六
の
五
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
細
久
保
二
二
一
〇
の
一
、
二
二
一
〇
の
二

二
　
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
前
畑
二
〇
九
六
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
二
〇
九
六
の
四
、
二
〇
九
六

の
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
細
久
保
二
二
一
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）、
二
二
一
〇
の
二

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

市
川
大
門
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
大
菩
薩
初
鹿
野
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

東
山
梨
郡
大
和
村
大
字
田
野
字
下
ノ
平
三
〇
五
番

旧

九
・
〇
〜

一
二
二
・
〇

の
五
地
先
か
ら

三
八
・
〇

東
山
梨
郡
大
和
村
大
字
田
野
字
下
ノ
平
三
〇
四
番

の
五
地
先
ま
で

新

一
二
・
〇
〜

一
二
二
・
〇

三
九
・
〇

公
　
　
　
告

'

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
一
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

八
月
十
一
日

第
千
四
百
六
号

月　曜　日



年
十
二
月
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
公
正
屋
　
代
表
取
締
役
　
井
上
公
正

２
　
住
所
　
北
都
留
郡
上
野
原
町
松
留
四
百
六
十
五
番
地
の
三

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
公
正
屋
大
月
東
店

（二）

所
在
地
　
大
月
市
七
保
町
葛
野
字
中
原
二
百
十
番

２
　
変
更
し
た
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称

変
　
更
　
後
　
の
　
住
　
所

大
規
模
小
売
店
舗
に

株
式
会
社
公
正
屋
　
代
表
取
締
役
北
都
留
郡
上
野
原
町
松
留
四
百
六
十

お
い
て
小
売
業
を
行

井
上
公
正

五
番
地
の
三

う
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所

小
高
幸
一

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
三
千
四

百
四
十
六
番
地
の
十
一

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
二
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
二
日

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
三
日
（
水
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
山
梨
市
万
力
一
八
三
〇
　
山
梨
市
民
会
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
峡
東
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決

定
（「
峡
東
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石
和
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日
（
水
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
峡
東
地
域
振

興
局
企
画
振
興
部
、
峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石
和
建
設
部
並
び
に
塩

山
市
役
所
都
市
整
備
課
、
山
梨
市
役
所
都
市
計
画
課
、
春
日
居
町
役
場
企
画
課
、
勝
沼
町
役
場
ま
ち

づ
く
り
推
進
室
、
一
宮
町
役
場
企
画
開
発
課
及
び
石
和
町
役
場
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
五
日
（
金
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
一
〇
六
〇
│
一
　
櫛
形
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
峡
西
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決

定
（「
峡
西
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
（
金
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
峡
中
地
域
振

興
局
企
画
振
興
部
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
並
び
に
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
都
市
整
備
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
八
日
（
月
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
韮
崎
市
本
町
四
丁
目
二
│
四
　
北
巨
摩
合
同
庁
舎

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
韮
崎
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

五
一
六



定
（「
韮
崎
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
一
日
（
月
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
峡
北
地
域
振

興
局
企
画
振
興
部
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部
並
び
に
韮
崎
市
役
所
都
市
計
画
室
及
び
双
葉
町
役

場
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
九
日
（
火
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
一
七
八
五
　
市
川
大
門
町
民
会
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
市
川
大
門
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

の
決
定
（「
市
川
大
門
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
二
日
（
火
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
峡
南
地
域
振

興
局
企
画
振
興
部
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
並
び
に
市
川
大
門
町
役
場
建
設
課
、
三
珠
町

役
場
地
域
振
興
課
及
び
鰍
沢
町
役
場
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
日
（
水
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
町
三
三
八
│
八
　
増
穂
町
民
会
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
増
穂
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決

定
（「
増
穂
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
三
日
（
水
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
峡
南
地
域
振

興
局
企
画
振
興
部
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
並
び
に
増
穂
町
役
場
都
市
整
備
課
及
び
鰍
沢

町
役
場
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日
（
木
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
波
木
井
四
〇
七
　
身
延
町
総
合
文
化
会
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
身
延
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決

定
（「
身
延
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
峡
南
地
域
振
興
局
身
延
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
四
日
（
木
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
峡
南
地
域
振

興
局
企
画
振
興
部
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身
延
建
設
部
並
び
に
身
延
町
役
場
環
境
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'
公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日
（
木
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
富
士
吉
田
市
緑
ケ
丘
二
丁
目
五
番
二
十
三
号
　
富
士
吉
田
市
民
会
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
富
士
北
麓
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

五
一
七



の
決
定
（「
富
士
北
麓
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
都
留
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
四
日
（
木
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
富
士
北
麓
・

東
部
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
都
留
建
設
部
並
び
に
富
士
吉
田

市
役
所
都
市
整
備
課
、
河
口
湖
町
役
場
建
設
課
、
西
桂
町
役
場
企
画
振
興
課
、
足
和
田
村
役
場
観
光

振
興
課
、
勝
山
村
役
場
観
光
産
業
課
、
忍
野
村
役
場
企
画
財
政
課
及
び
山
中
湖
村
役
場
企
画
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
（
金
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
東
八
代
郡
八
代
町
南
五
二
七
　
八
代
町
総
合
会
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
東
八
代
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の

決
定
（「
東
八
代
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
峡
東
地
域
振
興
局
石
和
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
五
日
（
金
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
峡
東
地
域
振

興
局
企
画
振
興
部
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石
和
建
設
部
並
び
に
御
坂
町
役
場
地
域
整
備
課
、
八
代
町

役
場
企
画
課
、
境
川
村
役
場
企
画
課
、
中
道
町
役
場
企
画
課
及
び
豊
富
村
役
場
建
設
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
（
金
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
三
六
四
五
　
上
野
原
町
民
会
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
上
野
原
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の

決
定
（「
上
野
原
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
五
日
（
金
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
富
士
北
麓
・

東
部
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部
並
び
に
上
野
原
町

役
場
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
七
日
（
水
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
大
月
市
御
太
刀
二
丁
目
十
一
番
二
十
二
号
　
大
月
市
民
会
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
大
月
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決

定
（「
大
月
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
十
日
（
水
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
富
士
北
麓
・

東
部
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部
並
び
に
大
月
市
役

所
都
市
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

五
一
八



一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
九
月
十
八
日
（
木
）
午
後
二
時

二
　
開
催
場
所
　
都
留
市
中
央
三
丁
目
八
番
一
号
　
都
留
市
文
化
会
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
都
留
都
市
計
画
　
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決

定
（「
都
留
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
決
定
）

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
都
留
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
十
一
日
（
木
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
、
富
士
北
麓
・

東
部
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
都
留
建
設
部
並
び
に
都
留
市
役

所
都
市
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
竜
王
町
富
竹
新
田
字
大
明
神
河
原
一
七
一
四
の
一
の
一
部
、
一
七
二
三
の
一
、
一
七
二

三
の
二
の
一
部
、
一
七
二
三
の
三
の
一
部
、
一
七
二
三
の
六
、
一
七
二
三
の
七
、
一
七
二
三
の
八
、

一
七
二
三
の
九
、
一
七
二
三
の
一
〇
、
一
七
二
三
の
一
三
、
一
七
二
三
の
一
四
、
一
七
二
三
の
一
五
、

一
七
二
三
の
一
六
、
一
七
二
三
の
二
四
、
一
七
二
四
の
三
の
一
部
、
一
七
三
三
の
一
、
一
七
三
三
の

二
、
一
七
三
三
の
三
、
一
七
三
三
の
六
、
一
七
三
三
の
七
、
一
七
三
五
の
一
、
一
七
四
二
の
一
、
一

七
四
二
の
二
、
一
七
四
二
の
三
、
一
七
四
二
の
四
、
一
七
四
三
の
一
の
一
部
及
び
一
七
四
三
の
二

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
竜
王
町
富
竹
新
田
千
七
百
二
十
三
番
地
二
　
相
互
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
三

井
清
次

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
字
発
起
新
居
四
〇
四
六
の
一
、
四
〇
四
六
の
二
、
四
〇
四
六
の
三
、
四
〇

四
六
の
四
、
四
〇
四
六
の
五
、
四
〇
四
六
の
六
、
四
〇
四
六
の
七
、
四
〇
四
六
の
八
及
び
四
〇
四
六

の
一
〇

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

ご
み
置
場
　
　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
竜
王

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
上
石
田
四
丁
目
十
二
番
一
号
　
株
式
会
社
パ
ナ
ホ
ー
ム
山
梨
　
代
表
取
締
役
　
竹
内
純

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
字
長
登
路
九
二
六
の
一
、
九
二
六
の
二
、
九
二
六
の
三
、
九
二
六
の
四
、

九
二
六
の
五
、
九
二
六
の
六
、
九
二
六
の
七
、
九
二
六
の
八
、
九
二
六
の
九
、
九
二
六
の
一
〇
、
九

二
六
の
一
一
、
九
二
六
の
一
二
、
九
二
六
の
一
三
及
び
九
四
二
の
二

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
昭
和

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
山
宮
町
二
千
九
百
二
十
五
番
地
四
　
有
限
会
社
大
建
ホ
ー
ム
　
代
表
取
締
役
　
島
田
稔

'

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

五
一
九



土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
釜
無

川
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

就
　
任役

職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

杉
山
　
正
直

南
ア
ル
プ
ス
市
下
市
ノ
瀬
二
五
│
一
番

平
成
十
五
年
七
月
七
日

地

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

五
二
〇


